
第一八六回 

閣第二六号 

   中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律案 

 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）の一部を次のように改正

する。 

 目次中「第三十九条」を「第四十一条」に、「第二節 認定特定民間中心市街地活性化

事業に対する特別の措置（第四十条－第五十条）」を 

「 第二節 認定民間中心市街地商業活性化事業に対する特別の措置（第四十二条－

第四十七条） 

 

 第三節 認定特定民間中心市街地活性化事業及び認定特定民間中心市街地経済活

力向上事業に対する特別の措置（第四十八条－第六十条） 」 

に、「第三節」を「第四節」に、「第五十一条－第五十五条」を「第六十一条－第六十五

条」に、「第五十六条－第六十五条」を「第六十六条－第七十五条」に、「第六十六条－

第七十三条」を「第七十六条－第八十六条」に改める。 

 第七条第十項中「民間事業者」を「、民間事業者」に改め、同項を同条第十二項とし、

同条第九項第二号中「第四十四条」を「第五十四条」に改め、同項を同条第十一項とし、

同条第八項の次に次の二項を加える。 

９ この法律において「民間中心市街地商業活性化事業」とは、中心市街地における商業

の活性化を促進するために行う次に掲げる事業であって、民間事業者が行うものをいう。 

 一 展示会の開催その他の顧客の増加に寄与する事業を支援する事業 

 二 小売業の業務を行う者の経営の効率化に寄与する研修その他の事業 

10 この法律において「中心市街地特例通訳案内士育成等事業」とは、通訳案内士と連携

して外国人観光旅客の需要の多様化に的確に対応し、中心市街地における経済活力の向

上を図るため、第三十六条第二項に規定する中心市街地特例通訳案内士の育成、確保及

び活用を図る事業をいう。 

 第七条に次の一項を加える。 

13 この法律において「特定民間中心市街地経済活力向上事業」とは、中心市街地への来

訪者又は中心市街地の就業者若しくは小売業の売上高を相当程度増加させることを目指

した中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業及び第十一項第一号に掲げる事

業であって、民間事業者が行うものをいう。 

 第八条第二項第七号中「特定商業施設等整備事業」の下に「、民間中心市街地商業活性

化事業、中心市街地特例通訳案内士育成等事業」を加え、「商業の活性化」を「経済活力

の向上」に改め、同項中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。 

 十一 特定民間中心市街地経済活力向上事業の中心市街地への来訪者又は中心市街地の

就業者若しくは小売業の売上高の増加の目標の設定に関する事項 

 第八条第四項中「第五十六条」を「第六十六条」に改める。 

 第九条第二項第五号中「特定商業施設等整備事業」の下に「、民間中心市街地商業活性



化事業、中心市街地特例通訳案内士育成等事業」を加え、「商業の活性化」を「経済活力

の向上」に改め、同条第十二項を同条第十五項とし、同条第十一項中「第五項」を「第六

項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項中「第七項」を「第十項」に改め、同

項を同条第十三項とし、同条第九項中「第七項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二

項とし、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項中「第二項に掲げる事項」を「第二

項各号に掲げる事項（第四項の規定により同項に規定する事項を定めた場合にあっては、

当該事項を含む。）」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項を同条第七項とし、同

項の次に次の二項を加える。 

８ 市町村は、第四項に規定する事項を定めようとするときは、あらかじめ、道路法第三

十二条第一項又は第三項の許可の権限を有する道路管理者（同法第十八条第一項に規定

する道路管理者をいう。第四十一条において同じ。）及び都道府県公安委員会の同意を

得なければならない。 

９ 市町村は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、中心市街地において実施し

又はその実施を促進しようとする中心市街地の活性化に係る事業及びこれに関連する事

業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令（告示を含む。）の規定の

解釈について、関係行政機関の長（当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、

当該行政機関。以下この項において同じ。）に対し、その確認を求めることができる。

この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該市町村に対し、速

やかに回答しなければならない。 

 第九条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「方針」の下に「に適合するとともに、

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成十九年法律第五十九号）第五条第一項

に規定する地域公共交通総合連携計画」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次

に次の一項を加える。 

４ 第二項第二号から第六号までに掲げる事項には、道路法（昭和二十七年法律第百八十

号）第三十二条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる施設、工作物又は物件

（以下この項及び第四十一条において「施設等」という。）のうち、中心市街地の活性

化に寄与し、道路（同法による道路に限る。第四十一条において同じ。）の通行者又は

利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置（道路交通環境の維持

及び向上を図るための清掃その他の措置であって、当該施設等の設置に伴い必要となる

ものが併せて講じられるものに限る。）であって、同項又は同法第三十二条第三項の許

可に係るものに関する事項を定めることができる。 

 第十条第一項中「同条第七項」を「同条第十項」に改め、同条第二項中「前条第七項」

を「前条第十項」に、「同条第九項」を「同条第十二項」に改める。 

 第十一条第二項中「第九条第五項から第十二項まで」を「第九条第六項から第十五項ま

で」に改める。 

 第十二条第一項中「第九条第七項」を「第九条第十項」に改める。 



 第十三条第一項中「第九条第七項各号」を「第九条第十項各号」に改め、同条第三項中

「第九条第十項」を「第九条第十三項」に改め、同条第四項中「第九条第十項」を「第九

条第十三項」に、「同条第五項」を「同条第六項（第十一条第二項において準用する場合

を含む。）」に改める。 

 第十五条第一項第一号イ中「第五十一条第一項」を「第六十一条第一項」に改め、同条

第七項中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」の下に「（以下「機構」という。）」を

加える。 

 第十七条第一項中「第九条第七項」を「第九条第十項」に改める。 

 第十九条中「第五十一条第一項」を「第六十一条第一項」に改める。 

 第二十五条第一項中「第七十一条」を「第八十二条」に改める。 

 第七十三条中「前三条」を「第八十条、第八十二条第一号若しくは第二号又は前条」に

改め、同条を第八十四条とする。 

 第七十二条中「又は第五十条」を「、第四十七条又は第六十条第一項若しくは第二項」

に改め、同条を第八十三条とする。 

 第七十一条に次の三号を加える。 

 三 第三十六条第七項の規定に違反した者 

 四 第三十六条第九項において準用する通訳案内士法第三十条の規定に違反した者 

 五 第三十六条第九項において準用する通訳案内士法第三十四条の規定による報告をせ

ず、又は虚偽の報告をした者 

 第七十一条を第八十二条とする。 

 第七十条の前の見出しを削り、同条第一号中「第三十七条第二項」を「第三十八条第二

項」に改め、同条第二号中「第五十五条第三項」を「第六十五条第三項」に改め、同条を

第八十条とし、同条の前に見出しとして「（罰則）」を付し、同条の次に次の一条を加え

る。 

第八十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 

 一 第三十六条第六項の規定に違反した者 

 二 偽りその他不正の手段により中心市街地特例通訳案内士の登録を受けた者 

 三 第三十六条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定による業

務の停止の処分に違反した者 

 第六十九条を第七十九条とする。 

 第六十八条中「第四十条第一項」を「第四十八条第一項」に、「第四十一条第一項」を

「第四十九条第一項」に、「第五十条」を「第六十条第一項」に改め、同条を第七十八条

とする。 

 第六十七条を第七十七条とし、第六十六条を第七十六条とし、第五章中第六十五条を第

七十五条とし、第六十二条から第六十四条までを十条ずつ繰り下げる。 

 第六十一条第二項中「すべて」を「全て」に改め、同条を第七十一条とし、第六十条を



第七十条とし、第五十九条を第六十九条とし、第五十八条を第六十八条とする。 

 第五十七条第二号中「第九条第八項」を「第九条第十一項（第十一条第二項において準

用する場合を含む。）」に改め、同条を第六十七条とし、第五十六条を第六十六条とする。 

 第五十五条第一項中「第三十六条第一項」を「第三十七条第一項」に改め、同条第二項

中「第三十六条第二項」を「第三十七条第二項」に、「第三十七条第一項」を「第三十八

条第一項」に、「第三十七条第三項」を「第三十八条第三項」に、「第三十七条第二項」

を「第三十八条第二項」に改め、同条第四項中「第三十六条第二項」を「第三十七条第二

項」に、「第三十七条第一項」を「第三十八条第一項」に、「第三十六条第四項」を「第

三十七条第四項」に改め、第四章第三節中同条を第六十五条とし、第五十四条を第六十四

条とする。 

 第五十三条第三項及び第五項中「第五十一条第一項」を「第六十一条第一項」に改め、

同条を第六十三条とする。 

 第五十二条を第六十二条とし、第五十一条を第六十一条とする。 

 第四章第三節を同章第四節とする。 

 第五十条に次の一項を加える。 

２ 経済産業大臣は、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者に対し、特定民間中心

市街地経済活力向上事業の実施状況について報告を求めることができる。 

 第四章第二節中第五十条を第六十条とする。 

 第四十九条中「認定特定民間中心市街地活性化事業者」を「認定特定事業者」に、「認

定特定民間中心市街地活性化事業計画」を「認定特定計画」に改め、同条を第五十九条と

する。 

 第四十八条を削る。 

 第四十七条第一項及び第三項中「第四十条第四項」を「第四十八条第四項」に改め、同

条第四項中「第四十一条第一項」を「第四十九条第一項」に改め、同条第五項中「第七条

第九項第四号ロ」を「第七条第十一項第四号ロ」に改め、同条を第五十七条とし、同条の

次に次の一条を加える。 

 （大規模小売店舗立地法の特例） 

第五十八条 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に記載された第五十条第三項

第四号に掲げる事項に係る大規模小売店舗（次項及び第三項において「認定特例大規模

小売店舗」という。）については、大規模小売店舗立地法第五条、第六条第一項から第

四項まで、第七条から第十条まで、第十一条第三項、第十四条及び附則第五条の規定は、

適用しない。 

２ 認定特例大規模小売店舗を設置する者は、その認定特例大規模小売店舗の周辺の地域

の生活環境の保持についての適正な配慮をして当該認定特例大規模小売店舗を維持し、

及び運営するよう努めなければならない。 

３ 認定特例大規模小売店舗において事業活動を行う小売業者は、当該認定特例大規模小



売店舗を設置する者が前項の規定により適正な配慮をして行う当該認定特例大規模小売

店舗の維持及び運営に協力するよう努めなければならない。 

 第四十六条中「第七条第九項第三号」を「第七条第十一項第三号」に改め、同条を第五

十六条とする。 

 第四十五条中「第四十四条第一号」を「第五十四条第一号」に、「第四十四条各号」を

「第五十四条各号」に改め、同条を第五十五条とし、第四十四条を第五十四条とする。 

 第四十三条第一項中「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」を「認定特定計画」に、

「同条第九項第一号」を「同条第十一項第一号」に改め、同項の表第三条第一項の項中

「第四十三条第一項」を「第五十三条第一項」に改め、同条第二項中「認定特定民間中心

市街地活性化事業計画」を「認定特定計画」に、「同条第九項第一号」を「同条第十一項

第一号」に、「第四十三条第二項」を「第五十三条第二項」に改め、同条第三項中「第四

十三条第二項」を「第五十三条第二項」に改め、同条を第五十三条とする。 

 第四十二条の見出しを「（機構の行う経済活力向上業務）」に改め、同条中「認定特定

民間中心市街地活性化事業者」の下に「又は認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者

（第五十九条において「認定特定事業者」という。）」を、「認定特定民間中心市街地活

性化事業計画」の下に「又は認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画（次条及び第

五十九条において「認定特定計画」という。）」を加え、同条に次の一項を加える。 

２ 機構は、認定中心市街地における経済活力の向上を促進するため、認定市町村に対し、

認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者（中小企業者及び一般社団法人、一般財団

法人その他の経済産業省令で定める者であるものに限る。）が認定特定民間中心市街地

経済活力向上事業計画に従って行う特定民間中心市街地経済活力向上事業（経済産業省

令で定めるものに限る。）を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金の一部の貸付け

の業務を行う。 

 第四十二条を第五十二条とする。 

 第四十一条を第四十九条とし、同条の次に次の二条を加える。 

 （特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定） 

第五十条 特定民間中心市街地経済活力向上事業（認定基本計画に記載されたものに限

る。）を実施しようとする者（第七条第七項第五号に定める事業を実施しようとする場

合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者とし、同項第六号に

定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中

小小売商業者を、同項第七号に定める事業を実施しようとする場合にあっては特定会社

を設立しようとする者を、同条第八項に規定する事業及び同条第十一項第一号に掲げる

事業を実施しようとする場合にあっては当該事業を実施する法人を設立しようとする者

を含む。第四項において「特定民間中心市街地経済活力向上事業者」という。）は、単

独で又は共同して、協議会における協議を経て、特定民間中心市街地経済活力向上事業

に関する計画（以下この条及び次条において「特定民間中心市街地経済活力向上事業計



画」という。）を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。 

２ 前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならない。この場合

において、市町村は、当該特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に関し意見を付す

ことができる。 

３ 特定民間中心市街地経済活力向上事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければな

らない。 

 一 特定民間中心市街地経済活力向上事業の中心市街地への来訪者又は中心市街地の就

業者若しくは小売業の売上高の増加の目標及び内容 

 二 特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施時期 

 三 特定民間中心市街地経済活力向上事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法 

 四 第五十八条第一項に規定する大規模小売店舗立地法の特例の適用を受けようとする

場合にあっては、その旨及び当該特例の適用を受けて設置しようとする大規模小売店

舗の所在地その他経済産業省令で定める事項 

４ 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定民間中心市街

地経済活力向上事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、

その認定をするものとする。 

 一 前項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項が基本方針のうち第八条第二項第七号、

第八号及び第十一号に掲げる事項の内容に照らして適切なものであること。 

 二 当該特定民間中心市街地経済活力向上事業が確実に実施される見込みがあること。 

 三 特定民間中心市街地経済活力向上事業者が中小小売商業高度化事業を実施する場合

にあっては、当該中小小売商業高度化事業の適切な実施を図るために必要な要件とし

て政令で定めるものに該当すること及び当該特定民間中心市街地経済活力向上事業者

が、経済産業省令で定めるところにより、現に事業の用に供されていない土地又は店

舗用の建物の相当数の所有者等の協力を得て行う取組であって、当該中小小売商業高

度化事業の効果的な実施に資するものを行うと見込まれること。 

５ 経済産業大臣は、特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に第三項第四号に掲げる

事項が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、

当該事項に係る大規模小売店舗の所在地の属する都道府県の知事に協議し、その同意を

得なければならない。 

６ 都道府県は、前項の規定による協議があった場合において必要があると認めるときは、

特定民間中心市街地経済活力向上事業者に対し、住民等（当該協議に係る大規模小売店

舗の所在地の属する認定中心市街地の区域内に居住する者、当該区域において事業活動

を行う者、当該区域をその地区に含む商工会又は商工会議所その他の当該区域に存する

団体その他の第三項第四号に掲げる事項について意見を有する者をいう。第八項におい

て同じ。）に、説明会の開催その他の第三項第四号に掲げる事項の内容を周知させるた

めに必要な措置を講ずるよう求めることができる。 



７ 都道府県は、第五項の規定による協議があったときは、経済産業省令で定めるところ

により、第三項第四号に掲げる事項について公告し、当該公告の日から二週間公衆の縦

覧に供しなければならない。 

８ 前項の規定による公告があったときは、住民等は、同項の縦覧期間満了の日までに、

縦覧に供された第三項第四号に掲げる事項について、都道府県に意見を提出することが

できる。 

９ 経済産業大臣は、第四項の認定を行ったときは、関係都道府県に対して、速やかにそ

の旨を通知しなければならない。 

 （認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の変更等） 

第五十一条 前条第四項の認定を受けた者（以下「認定特定民間中心市街地経済活力向上

事業者」という。）は、当該認定に係る特定民間中心市街地経済活力向上事業計画（以

下「認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画」という。）を変更しようとすると

きは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 

２ 経済産業大臣は、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者が作成した認定特定民

間中心市街地経済活力向上事業計画（前項の規定による変更の認定があったときは、そ

の変更後のもの。以下同じ。）に従って特定民間中心市街地経済活力向上事業が実施さ

れていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 

３ 前条第二項及び第四項から第九項までの規定は、第一項の認定について準用する。 

 第四十条第一項中「掲げる者」を「定める事業を実施しようとする場合」に、「同条第

八項及び第九項各号に規定する」を「同条第八項に規定する事業及び同条第十一項各号に

掲げる」に改め、同条第四項第四号中「所有者等」の下に「（所有権又はその他の使用及

び収益を目的とする権利を有する者をいう。第五十条において同じ。）」を加え、同条を

第四十八条とする。 

 第四章第二節の節名中「認定特定民間中心市街地活性化事業」の下に「及び認定特定民

間中心市街地経済活力向上事業」を加え、同節を同章第三節とする。 

 第四章第一節中第三十九条を第四十条とし、同条の次に次の一条を加える。 

 （道路の占用の特例） 

第四十一条 認定中心市街地の区域内の道路の道路管理者は、道路法第三十三条第一項の

規定にかかわらず、認定基本計画の計画期間内に限り、認定基本計画に記載された第九

条第四項に規定する事項に係る施設等のための道路の占用（同法第三十二条第二項第一

号に規定する道路の占用をいい、同法第三十三条第二項に規定するものを除く。）で次

に掲げる要件のいずれにも該当するものについて、同法第三十二条第一項又は第三項の

許可を与えることができる。 

 一 道路管理者が施設等の種類ごとに指定した道路の区域内に設けられる施設等（当該

指定に係る種類のものに限る。）のためのものであること。 

 二 道路法第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。 



 三 その他安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に

適合するものであること。 

２ 道路管理者は、前項第一号の道路の区域（以下この条において「特例道路占用区域」

という。）を指定しようとするときは、あらかじめ、市町村の意見を聴くとともに、当

該特例道路占用区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。 

３ 道路管理者は、特例道路占用区域を指定するときは、その旨並びに指定の区域及び施

設等の種類を公示しなければならない。 

４ 前二項の規定は、特例道路占用区域の指定の変更又は解除について準用する。 

５ 第一項の許可に係る道路法第三十二条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用につ

いては、同法第三十二条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、中心市街地の活

性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第九条第四項の措置を記載した書面を添

付して、」と、同法第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な

交通を確保し、又は道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。 

 第四章第一節の次に次の一節を加える。 

    第二節 認定民間中心市街地商業活性化事業に対する特別の措置 

 （民間中心市街地商業活性化事業計画の認定） 

第四十二条 民間中心市街地商業活性化事業（認定基本計画に記載されたものに限る。）

を実施しようとする者は、単独で又は共同して、協議会における協議を経て、民間中心

市街地商業活性化事業に関する計画（以下この条及び次条において「民間中心市街地商

業活性化事業計画」という。）を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。 

２ 前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならない。この場合

において、市町村は、当該民間中心市街地商業活性化事業計画に関し意見を付すことが

できる。 

３ 民間中心市街地商業活性化事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

 一 民間中心市街地商業活性化事業の目標及び内容 

 二 民間中心市街地商業活性化事業の実施時期 

 三 民間中心市街地商業活性化事業を行うのに必要な資金の額及び調達方法 

４ 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その民間中心市街地商

業活性化事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認

定をするものとする。 

 一 前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針のうち第八条第二項第七号に掲げる

事項の内容に照らして適切なものであること。 

 二 当該民間中心市街地商業活性化事業が確実に実施される見込みがあること。 

５ 経済産業大臣は、前項の認定を行ったときは、関係都道府県に対して、速やかにその

旨を通知しなければならない。 

 （認定民間中心市街地商業活性化事業計画の変更等） 



第四十三条 前条第四項の認定を受けた者（以下「認定民間中心市街地商業活性化事業

者」という。）は、当該認定に係る民間中心市街地商業活性化事業計画（以下「認定民

間中心市街地商業活性化事業計画」という。）を変更しようとするときは、経済産業大

臣の認定を受けなければならない。 

２ 経済産業大臣は、認定民間中心市街地商業活性化事業者が作成した認定民間中心市街

地商業活性化事業計画（前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のも

の。以下同じ。）に従って民間中心市街地商業活性化事業が実施されていないと認める

ときは、その認定を取り消すことができる。 

３ 前条第二項、第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。 

 （機構の協力業務） 

第四十四条 機構は、認定民間中心市街地商業活性化事業者である中小企業者の依頼に応

じて、その行う民間中心市街地商業活性化事業（第七条第九項第二号に掲げる事業にあ

っては、中小小売商業者の経営のためにするものに限る。）に関する情報の提供その他

必要な協力の業務を行う。 

 （中小企業投資育成株式会社法の特例） 

第四十五条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法（昭和三十八年

法律第百一号）第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことがで

きる。 

 一 中小企業者が認定民間中心市街地商業活性化事業計画に従って民間中心市街地商業

活性化事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行す

る株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 

 二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定民間中心市街地商業

活性化事業計画に従って民間中心市街地商業活性化事業を行うために必要とする資金

の調達を図るために発行する株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

除く。）又は新株予約権付社債等（中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号

に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この号及び次項において同じ。）の引受

け及び当該引受けに係る株式、新株予約権（その行使により発行され、又は移転され

た株式を含む。）又は新株予約権付社債等（新株予約権付社債等に付された新株予約

権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。）の保有 

２ 前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第

二号の規定による株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを除く。）又は

新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権（その行使により

発行され、又は移転された株式を含む。）又は新株予約権付社債等（新株予約権付社債

等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。）の保有

は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号

及び第二号の事業とみなす。 



 （指導及び助言） 

第四十六条 国及び地方公共団体は、認定民間中心市街地商業活性化事業者に対し、認定

民間中心市街地商業活性化事業計画に係る事業を的確に行うことができるよう必要な指

導及び助言を行うものとする。 

 （報告の徴収） 

第四十七条 経済産業大臣は、認定民間中心市街地商業活性化事業者に対し、民間中心市

街地商業活性化事業の実施状況について報告を求めることができる。 

 第三十八条の見出し中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」を「機構」に改め、同条

第一項中「独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下この条及び第四十二条において「機

構」という。）」を「機構」に、「次に掲げる業務」を「認定中心市街地において、都市

型新事業の用に供する工場若しくは事業場又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利

便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡」に改め、同項各号及び

同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項第一号中「第一項第

一号に」を「次に」に改め、「施設」の下に「（イに掲げる施設にあっては、これと併せ

て整備される商業施設を含む。）」を加え、同号に次のように加える。 

  イ 商業基盤施設 

  ロ 都市型新事業の技術に関する研究開発のための施設であって都市型新事業の技術

に関する研究開発を行う者の共用に供するもの、都市型新事業の技術に関する研究

開発及びその企業化を行うための事業場又は都市型新事業に係る商品若しくは役務

の展示及び販売若しくは提供のための施設 

 第三十八条第三項第二号中「第一項」を「前項」に改め、「同項第一号に掲げる施設又

は」を削り、「事業場」の下に「又は前号イ若しくはロに掲げる施設」を加え、同項を同

条第二項とし、同条を第三十九条とし、第三十七条を第三十八条とする。 

 第三十六条の前の見出しを削り、同条第一項中「第五十五条に」を「第六十五条に」に、

「第五十五条第一項」を「第六十五条第一項」に改め、同条第六項中「その他の団体」を

「その他の当該区域に存する団体」に改め、同条を第三十七条とし、同条の前に見出しと

して「（大規模小売店舗立地法の特例）」を付する。 

 第三十五条の次に次の一条を加える。 

 （通訳案内士法の特例） 

第三十六条 市町村が、基本計画において、中心市街地特例通訳案内士育成等事業を定め

た場合であって、当該基本計画が第九条第十項（第十一条第二項において準用する場合

を含む。）の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該中心市街地特例通訳案内

士育成等事業に係る中心市街地特例通訳案内士については、次項から第十項まで、第八

十一条、第八十二条（第三号から第五号までに係る部分に限る。）、第八十五条及び第

八十六条に定めるところによる。 

２ 中心市街地特例通訳案内士は、その資格を得た認定中心市街地の区域において、報酬



を得て、通訳案内（通訳案内士法（昭和二十四年法律第二百十号）第二条に規定する通

訳案内をいう。第四項及び第六項において同じ。）を行うことを業とする。 

３ 中心市街地特例通訳案内士については、通訳案内士法の規定は、適用しない。 

４ 第一項の認定を受けた市町村が行う当該認定に係る認定中心市街地の特性に応じた通

訳案内に関する研修を修了した者は、当該認定中心市街地の区域において、中心市街地

特例通訳案内士となる資格を有する。 

５ 次の各号のいずれかに該当する者は、中心市街地特例通訳案内士となる資格を有しな

い。 

 一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行

を受けることがなくなった日から二年を経過しないもの 

 二 第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の禁止の

処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

 三 通訳案内士法第三十三条第一項の規定により通訳案内士の業務の禁止の処分を受け

た者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

 四 奄美群島振興開発特別措置法（昭和二十九年法律第百八十九号）第十七条第九項に

おいて準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により奄美群島特例通訳案内士

の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

 五 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和四十四年法律第七十九号）第十七条第八項に

おいて準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により小笠原諸島特例通訳案内

士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

 六 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律（平成

九年法律第九十一号）第二十四条第三項において準用する通訳案内士法第三十三条第

一項の規定により地域限定通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の

日から二年を経過しないもの 

 七 沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）第十四条第八項において準用する

通訳案内士法第三十三条第一項の規定により沖縄特例通訳案内士の業務の禁止の処分

を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

 八 総合特別区域法（平成二十三年法律第八十一号）第二十条第九項において準用する

通訳案内士法第三十三条第一項の規定により国際戦略総合特別区域通訳案内士の業務

の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

 九 総合特別区域法第四十三条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項

の規定により地域活性化総合特別区域通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、

当該処分の日から二年を経過しないもの 

 十 福島復興再生特別措置法（平成二十四年法律第二十五号）第五十三条第八項におい

て準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により福島特例通訳案内士の業務の

禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 



６ 中心市街地特例通訳案内士は、その資格を得た認定中心市街地の区域以外において、

報酬を得て、通訳案内を業として行ってはならない。 

７ 中心市街地特例通訳案内士は、その業務に関して中心市街地特例通訳案内士の名称を

表示するときは、その資格を得た認定中心市街地の区域を明示してするものとし、当該

認定中心市街地の区域以外の区域を表示してはならない。 

８ 通訳案内士法第三章の規定は、中心市街地特例通訳案内士の登録について準用する。

この場合において、同法第十八条、第十九条（見出しを含む。）及び第二十七条（見出

しを含む。）中「通訳案内士登録簿」とあるのは「中心市街地特例通訳案内士登録簿」

と、同法第十九条中「都道府県」とあるのは「認定市町村（中心市街地の活性化に関す

る法律第九条第十項（同法第十一条第二項において準用する場合を含む。）の認定を受

けた市町村をいう。以下同じ。）」と、同法第二十条第一項及び第二十二条中「第十八

条」とあるのは「中心市街地の活性化に関する法律第三十六条第八項において準用する

第十八条」と、同項並びに同法第二十一条、第二十二条、第二十三条第一項及び第二十

四条から第二十七条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村の長」と、

同法第二十二条（見出しを含む。）中「通訳案内士登録証」とあるのは「中心市街地特

例通訳案内士登録証」と、同法第二十五条第一項第三号中「第四条各号」とあるのは

「中心市街地の活性化に関する法律第三十六条第五項各号」と、同法第二十六条中「第

二十一条第一項」とあるのは「中心市街地の活性化に関する法律第三十六条第八項にお

いて準用する第二十一条第一項」と読み替えるものとする。 

９ 通訳案内士法第四章の規定は、中心市街地特例通訳案内士の業務について準用する。

この場合において、同法第三十二条第一項中「第三十五条第一項」とあるのは「中心市

街地の活性化に関する法律第三十六条第十項において準用する第三十五条第一項」と、

同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村（中心市街地の活性化に関する

法律第九条第十項（同法第十一条第二項において準用する場合を含む。）の認定を受け

た市町村をいう。以下同じ。）の長」と、同法第三十三条第一項中「この法律又はこの

法律」とあるのは「中心市街地の活性化に関する法律又は同法」と、同項、同条第二項

及び同法第三十四条中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村の長」と読み替えるも

のとする。 

10 通訳案内士法第三十五条の規定は、中心市街地特例通訳案内士の団体について準用す

る。この場合において、同条第一項中「観光庁長官」とあるのは「認定市町村（中心市

街地の活性化に関する法律第九条第十項（同法第十一条第二項において準用する場合を

含む。）の認定を受けた市町村をいう。第三項において同じ。）の長」と、同条第三項

中「観光庁長官」とあるのは「認定市町村の長」と読み替えるものとする。 

 本則に次の二条を加える。 

第八十五条 第三十六条第十項において準用する通訳案内士法第三十五条第一項の団体が

同項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その団体の代表者又は管



理者を三十万円以下の過料に処する。 

第八十六条 第三十六条第九項において準用する通訳案内士法第二十九条第一項又は第二

項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。 

 （検討） 

第二条 政府は、この法律の施行後平成三十六年三月三十一日までの間に、この法律によ

る改正後の中心市街地の活性化に関する法律（次条において「新法」という。）の施行

の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 （基本計画に関する経過措置） 

第三条 新法第九条第五項の規定は、この法律の施行後に認定又は変更の認定の申請がさ

れた基本計画に適用し、この法律の施行前に認定又は変更の認定の申請がされた基本計

画については、なお従前の例による。 

 （独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う商業活性化・都市型新事業立地促進業務に

関する経過措置） 

第四条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の中心市街地の活性化に関する法

律第三十八条第一項（同項第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。）の規

定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が整備し、又は管理している同号イ若しく

はロの施設に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同項の規定は、

この法律の施行後もなおその効力を有する。 

 （その他の経過措置の政令への委任） 

第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令

で定める。 

 （通訳案内士法の一部改正） 

第六条 通訳案内士法（昭和二十四年法律第二百十号）の一部を次のように改正する。 

  第四条中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の

次に次の一号を加える。 

  六 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第三十六条第九項

において準用する第三十三条第一項の規定により中心市街地特例通訳案内士の業務

の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

 （奄美群島振興開発特別措置法の一部改正） 

第七条 奄美群島振興開発特別措置法（昭和二十九年法律第百八十九号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第十七条第五項中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、



第五号の次に次の一号を加える。 

  六 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第三十六条第九項

において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により中心市街地特例通訳

案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

 （都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正） 

第八条 都市開発資金の貸付けに関する法律（昭和四十一年法律第二十号）の一部を次の

ように改正する。 

  第一条第一項第二号ホ中「同条第七項」を「同条第十項」に改め、同条第二項第二号

中「第五十一条第一項」を「第六十一条第一項」に、「第五十二条第三号」を「第六十

二条第三号」に改める。 

 （印紙税法の一部改正） 

第九条 印紙税法（昭和四十二年法律第二十三号）の一部を次のように改正する。 

  別表第三の文書名の欄中「第三十八条第一項」を「第三十九条第一項」に、「施設の

整備、出資等」を「施設の整備等」に改める。 

 （登録免許税法の一部改正） 

第十条 登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）の一部を次のように改正する。 

  別表第一第百三十九号中「第四十七条第一項」を「第五十七条第一項」に、「第四十

条第一項」を「第四十八条第一項」に、「第四十一条第一項」を「第四十九条第一項」

に改める。 

 （住民基本台帳法の一部改正） 

第十一条 住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）の一部を次のように改正する。 

  別表第二の七の二の項を同表の七の三の項とし、同表の七の項の次に次のように加え

る。 

七の二 市町村長 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二

号）による同法第三十六条第八項において準用する通訳案

内士法第十八条の登録、同法第二十三条第一項の届出、同

法第二十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に

関する事務であつて総務省令で定めるもの 

  別表第四の六の二の項を同表の六の三の項とし、同表の六の項の次に次のように加え

る。 

六の二 市町村長 中心市街地の活性化に関する法律による同法第三十六条第

八項において準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法

第二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付又は同

法第二十五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令

で定めるもの 

 （小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正） 

第十二条 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和四十四年法律第七十九号）の一部を次の

ように改正する。 



  第十七条第五項中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、

第五号の次に次の一号を加える。 

  六 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第三十六条第九項

において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により中心市街地特例通訳

案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

 （外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改

正） 

第十三条 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律

（平成九年法律第九十一号）の一部を次のように改正する。 

  第十三条中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第五号

の次に次の一号を加える。 

  六 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第三十六条第九項

において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により中心市街地特例通訳

案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

 （沖縄振興特別措置法の一部改正） 

第十四条 沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）の一部を次のように改正する。 

  第十四条第五項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、

第六号の次に次の一号を加える。 

  七 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第三十六条第九項

において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により中心市街地特例通訳

案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

 （都市再生特別措置法の一部改正） 

第十五条 都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）の一部を次のように改正す

る。 

  第四十六条の二第一項第四号中「第五十一条第一項」を「第六十一条第一項」に改め

る。 

 （独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正） 

第十六条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成十四年法律第百四十七号）の一部

を次のように改正する。 

  第十五条第一項第五号中「第八号、」を削り、同項第八号中「第三十八条第一項」を

「第三十九条第一項」に、「整備、出資等及び同条第二項の規定による出資」を「整備

等、中心市街地活性化法第四十四条の規定による協力」に、「第四十二条」を「第五十

二条第一項」に改め、「保証」の下に「及び同条第二項の規定による貸付け」を加え、

同条第二項第四号中「第三十八条第三項」を「第三十九条第二項」に改め、同条第五項

中「第三十八条第一項」を「第三十九条第一項」に改める。 

  第十七条第一項第二号中「同項第八号、第九号」を「同項第九号」に改める。 



  第十八条第一項第一号中「、同項第十七号」を「並びに第十五条第一項第十七号」に、

「第十五条第二項第一号」を「同条第二項第一号」に改め、同項第二号中「第三十八条

第二項及び第四十二条」を「第五十二条第一項」に改める。 

  第二十二条第一項中「第三十八条第一項第二号に掲げる」を「第三十九条第一項の規

定による」に改める。 

  附則第八条の五の次に次の一条を加える。 

  （改正前中心市街地活性化法に係る業務の特例） 

 第八条の六 機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及

び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次

に掲げる業務を行う。 

  一 中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律（平成二十六年法律第▼

▼▼号。以下「中心市街地活性化法改正法」という。）の施行の際現に機構が整備

し、又は管理している中心市街地活性化法改正法による改正前の中心市街地活性化

法（以下「改正前中心市街地活性化法」という。）第三十八条第一項第一号イ又は

ロの施設に係る中心市街地活性化法改正法附則第四条の規定によりなおその効力を

有するものとされる改正前中心市街地活性化法第三十八条第一項の業務 

  二 改正前中心市街地活性化法第三十八条第一項の規定によりされた出資に係る株式

の管理及び処分 

  三 前二号に掲げる業務に附帯する業務 

  附則第十四条の表以外の部分中「第八条の五」を「第八条の六」に改め、同条の表第

十八条第一項第一号の項中 

「 同項第十七号に掲げ

る業務 

同項第十七号に掲げる業務並びに附則第八条の二及

び第八条の四の業務（それぞれ第三号に掲げるもの

を除く。） 」 

 を 

「 並びに第十五条第一

項第十七号に掲げる

業務 

、第十五条第一項第十七号に掲げる業務並びに附則

第八条の二及び第八条の四の業務（それぞれ第三号

に掲げるものを除く。） 

 

 同条第二項第一号 第十五条第二項第一号 」 

 に、「附則第八条の業務」を「附則第八条及び第八条の六の業務」に改め、同表第十九

条第一項の項及び第三十五条第二号の項中「第八条の五」を「第八条の六」に改める。 

 （株式会社地域経済活性化支援機構法及び株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法

の一部改正） 

第十七条 次に掲げる法律の規定中「第九条第十一項」を「第九条第十四項」に改める。 

 一 株式会社地域経済活性化支援機構法（平成二十一年法律第六十三号）第六十七条第

二項 

 二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法（平成二十三年法律第百十三号）第六



十四条第二項 

 （総合特別区域法の一部改正） 

第十八条 総合特別区域法（平成二十三年法律第八十一号）の一部を次のように改正する。 

  第二十条第五項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号

を加える。 

  七 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第三十六条第九項

において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により中心市街地特例通訳

案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

  第四十三条第五項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一

号を加える。 

  七 中心市街地の活性化に関する法律第三十六条第九項において準用する通訳案内士

法第三十三条第一項の規定により中心市街地特例通訳案内士の業務の禁止の処分を

受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

 （福島復興再生特別措置法の一部改正） 

第十九条 福島復興再生特別措置法（平成二十四年法律第二十五号）の一部を次のように

改正する。 

  第五十三条第五項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、

第六号の次に次の一号を加える。 

  七 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第三十六条第九項

において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により中心市街地特例通訳

案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

 （特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正す

る法律の一部改正） 

第二十条 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を

改正する法律（平成二十五年法律第三十九号）の一部を次のように改正する。 

  附則第十三条のうち、住民基本台帳法別表第二の七の項を削り、同表の七の二の項を

同表の七の項とする改正規定中「七の項と」を「七の項とし、同表の七の三の項を同表

の七の二の項と」に改め、同法別表第四の六の項を削り、同表の六の二の項を同表の六

の項とする改正規定中「六の項と」を「六の項とし、同表の六の三の項を同表の六の二

の項と」に改める。 

 （薬事法等の一部を改正する法律の一部改正） 

第二十一条 薬事法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第八十四号）の一部を次

のように改正する。 

  附則第八十四条第三号中「第七条第九項第二号」を「第七条第十一項第二号」に改め

る。 

 （国土交通省設置法の一部改正） 



第二十二条 国土交通省設置法（平成十一年法律第百号）の一部を次のように改正する。 

  第四条第二十二号の二中「地域限定通訳案内士」の下に「、中心市街地特例通訳案内

士」を加える。 



     理 由 

 中心市街地の一層の活性化を図るため、中心市街地への来訪者等の増加による経済活力

の向上を目指して行う事業及び中心市街地の商業の活性化に資する事業の認定制度並びに

これに係る支援措置の創設、中心市街地に係る通訳案内士制度の創設等の措置を講ずる必

要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 


